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(57)【要約】
　本発明は、平行な位置で機械的に互いに結合された構
造部品（１）を備える複合構造に関する。そのような構
造部品は、少なくとも一つの所定形状が付与された側面
（２、３）と、構造部品の長軸（１１）に垂直で側面を
接続する少なくとも一つの縁面（４、５）および端面（
６、７）とを備える。本発明において、平行に配置され
た構造部品に平行な側面は、対をなす反対側に配置され
、反対側の側面にある所定形状の山部（８）と谷部（９
）が実質的に平行になる。これらの構造部品（１）は、
長手方向に連続し、かつ複合構造の横方向に隣接して配
置され、均一な板状構造を構築し、それによって構造部
品は、機械的結合手段によって互いに結合されている。
【選択図】図２５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合構造であって、
　平行な位置で機械的に互いに結合された構造部品（１）を備え、それぞれの構造部品は
、少なくとも一つの所定形状が付与された側面（２、３）と、前記構造部品の長軸（１１
）に垂直で前記側面（２、３）を接続する少なくとも一つの縁面（４、５）および端面（
６、７）を有し、
　平行に配置された前記構造部品の前記側面は、対を為す反対側に配置され、反対側の側
面にある前記所定形状の山部（８）と谷部（９）が実質的に平行になる、複合構造におい
て、
　前記構造部品（１）は、長手方向に連続し、かつ前記複合構造の横方向に隣接して配置
され、均一な板状構造を構築し、
　前記構造部品は、機械的結合手段によって互いに結合されている、ことを特徴とする複
合構造。
【請求項２】
　前記構造部品（１）は、前記構造部品の長手方向に垂直な断面において、前記縁面（４
、５）が前記側面（２、３）より非常に狭くなるように長く延ばされている、ことを特徴
とする請求項１に記載の複合構造。
【請求項３】
　前記構造部品（１）の側面（２、３）および縁面（４、５）は、前記構造部品の長手方
向に垂直な断面において実質的に同じ幅である、ことを特徴とする請求項１に記載の複合
構造。
【請求項４】
　前記構造部品（１）は、前記長軸（１１）の方向に関して、前記構造部品の縁面（４、
５）の方向に曲げられている、ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に
記載の複合構造。
【請求項５】
　前記構造部品（１）は、前記長軸（１１）の方向に関して、前記構造部品の側面（２、
３）の方向に曲げられている、ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に
記載の複合構造。
【請求項６】
　それぞれの構造部品（１）は、少なくとも一つの所定形状が付与された側面（２、３）
および少なくとも一つの所定形状が付与された縁面（４、５）を備える、ことを特徴とす
る請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の複合構造。
【請求項７】
　それぞれの構造部品（１）は、少なくとも一つの所定形状が付与された側面（２、３）
、少なくとも一つの所定形状が付与された縁面（４、５）および少なくとも一つの所定形
状が付与された端面（６、７）を備える、ことを特徴とする請求項１から請求項５のいず
れか一項に記載の複合構造。
【請求項８】
　前記所定形状は波形を有し、前記波形の波状山部と波状谷部は前記構造部品の前記長軸
に平行である、ことを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の複合構造
。
【請求項９】
　前記所定形状は波形を有し、前記波形の波状山部と波状谷部は前記構造部品の前記長軸
の方向と前記長軸を横断する方向の両方に平行である、ことを特徴とする請求項１から請
求項７のいずれか一項に記載の複合構造。
【請求項１０】
　前記複合構造の横方向と厚み方向の両方に並列に配置された少なくとも二つの構造部品
（１）がある、ことを特徴とする請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の複合構造
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。
【請求項１１】
　複合構造を製造する方法であって、構造部品（１）が形成され、それぞれの構造部品は
、少なくとも一つの所定形状が付与された側面（２、３）と、前記構造部品の長軸（１１
）に垂直で前記側面（２、３）を接続する少なくとも一つの縁面（４、５）および端面（
６、７）を有し、
　前記構造部品（１）は、互いに平行な位置に取り付けられ、
　平行に配置された前記構造部品の前記側面は、対を為す反対側に配置され、反対側の側
面にある前記所定形状の山部（８）と谷部（９）が実質的に平行になり、
　前記構造部品は、機械的に互いに結合される、方法において、
　前記構造部品（１）は、長手方向に連続し、かつ前記複合構造の横方向に隣接して配置
され、均一な板状構造を構築し、
　機械的結合手段は、前記構造部品を互いに結合するように使用される、ことを特徴とす
る複合構造を製造する方法。
【請求項１２】
　構造部品（１）は、前記複合構造の横方向と厚み方向の両方に互いに結合され、前記構
造部品の少なくとも二つは並列に配置される、ことを特徴とする請求項１１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記構造部品（１）において前記側面の間に、前記構造部品の前記長軸（１１）に実質
的に垂直な少なくとも一つの孔（１０）を形成することで、締め付けチャンネル（１２）
を形成し、抜け止め手段（１４）を備え且つ前記複合構造の両外縁に延びた締め付け棒（
１３）で前記チャンネルを締め付けことにより、前記締め付け棒で貫かれている前記構造
部品を互いに締め付けることができる、ことを特徴とする請求項１１または請求項１２に
記載の方法。
【請求項１４】
　並列に配置された構造部品（１）で構成されている複合構造において、前記構造部品は
、隣接した構造部品のジョイント（１５）の間で前記ジョイントを通過する少なくとも一
つの堅固な構造部品が常に存在するように、前記構造部品の前記長軸（１１）の方向に連
続するように取り付けられている、ことを特徴とする請求項１１から請求項１３のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１５】
　構造部品（１）は、前記複合構造の端部（１６）で長さの昇順または降順のどちらかで
まとめられている、ことを特徴とする請求項１１から請求項１４のいずれか一項に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前文による複合構造に関する。
【０００２】
　本発明はまた、そのような複合構造を製造するための請求項１０の前文で定められたよ
うな方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　そのような構造は、本質的に頑丈な木造構造を製造する必要がある場面で、非常に多様
な目的に利用することができる。
【０００４】
　結果として、近年、特に頑丈な木材のＣＬＴ（直交集成材）板を用いたことによる、木
造居住用建物の製造が開始されてきた。そのような木材板の建物の物理的な機能は、例え
ばフィンランドの状況では、ほとんど検証されていなかった。また、板の耐久性は、製造
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方法に起因して、要望されたものでないという懸念が生じている。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の目的は、従来技術の建築材料に関連した問題を有していない、当該材料の代替
的な解決策を確立することである。
【０００６】
　本目的は、特許請求の範囲で定められた特徴を設けられた本発明による複合構造のよう
な方法で達成される。本問題は、本構造においては、特に、請求項１の特徴部分に開示さ
れた特徴を組み合わせることによって解決される。一方、方法が関係する問題は、請求項
１０の特徴付けられた部分で開示されたような特徴と組み合わせることで解決され得る。
【０００７】
　本発明の好ましい実施形態は、従属請求項にて開示されている。
【０００８】
　本発明は、優れた利点を提供する。したがって、本解決策は、単純な構造および方法で
、冷暖房経費に関して極めて経済的な建物を達成する。本発明による複合構造はまた、製
造するのが非常に安価な構造部品で実施できる。構造部品を互いに結合するのは簡潔であ
り、特殊な道具は言うまでもなく、いかなる特殊な技術も必要としない。機械的な結合手
段のみが作業で使用されるため、つまり、構造部品は、形状の補助、材料片、タイロッド
、結合ケーブル、ねじ又は棒と結合され、最終的な構造は、化学物質を用いずに達成され
得る。
【０００９】
　複合構造の製造で使用された木造構造部品は、通常の、標準パレットに保管され、従来
の移動手段を使用することで最終的な組み付け場所へと移動され得るように、同じ大きさ
であってもよい。
【００１０】
　高い運搬能力および頑丈な構造により、発明にかかる複合構造および方法は、住居用ま
たは類似の建物の実現にさらに適している。これにより、複合構造は、様々な頑丈な木造
構造の製造に使用でき、当該木造構造は、住居用、業務用若しくはその他の施設の基礎床
および中間床構造、並びに／または当該施設の外壁若しくは隔壁構造を含んでもよい。上
記に加えて、複合構造はまた、橋の建築現場で、橋、その支持構造および型枠の製造に適
している。発明にかかる複合構造は、例えば競技場または競輪場など、様々な特殊構造の
実現に素晴らしく適している。
【００１１】
　本複合構造が柔軟に結合方法および解決策を使用することで、それによって作られた構
造は、地震多発環境に極めて優れている。
【００１２】
　本発明によって提供されたその他の利点は、以下の本発明の特定の実施形態のより詳細
な説明で開示されている。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　以下において、添付図面に関して本発明のいくつかの好ましい実施形態がより詳細に説
明されている。
【００１４】
【図１】図１は、複合構造を製造する際に使用される構造部品の様々な実施形態Ａ、Ｂ、
ＣおよびＤを概略的に示す。
【図２】図２は、図１に記載の構造部品の概略的な断面を示す。
【図３】図３は、図１に記載の構造部品を示す概略的な側面図である。
【図４】図４は、構造部品の第１の代替的な実施形態を示す。
【図５】図５は、構造部品の第２の代替的な実施形態を示す。
【図６】図６は、構造部品の第３の代替的な実施形態を示す。
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【図７】図７は、構造部品の第４の代替的な実施形態を示す。
【図８】図８は、構造部品の第５の代替的な実施形態を示す。
【図９】図９は、構造部品の第６の代替的な実施形態を示す。
【図１０】図１０は、構造部品の第１の代替的な結合方法を示す。
【図１１】図１１は、構造部品の第２の代替的な結合方法を示す。
【図１２】図１２は、構造部品の第３の代替的な結合方法を示す。
【図１３】図１３は、複合構造の第１の実施形態である。
【図１４】図１４は、複合構造の第２の実施形態である。
【図１５】図１５は、複合構造の第３の実施形態である。
【図１６】図１６は、複合構造の第４の実施形態である。
【図１７】図１７は、複合構造の第５の実施形態である。
【図１８】図１８は、複合構造の第６の実施形態である。
【図１９】図１９は、図１４の第２の実施形態による複合構造の厚みを、側面で隣接した
構造部品を設置することで、どのように大きくすることができるのかについての概略的な
描写である。
【図２０】図２０は、図１５の第３の実施形態による複合構造の厚みを、側面で隣接した
構造部品を設置することで、どのように大きくすることができるのかについての概略的な
描写である。
【図２１】図２１は、図１７の第５の実施形態による複合構造の厚みを、側面で隣接した
構造部品を設置することで、どのように大きくすることができるのかについての概略的な
描写である。
【図２２】図２２は、複合構造を実現するための構造部品のその他の結合方法を示す。
【図２３】図２３は、発明にかかる複合構造を利用するための物体を示す。
【図２４】図２４は、複合構造の概略構造の上面図である。
【図２５】図２５は、複合構造の実施形態の概略断面である。
【図２６】図２６は、構造部品が結合されている、図２５の実施形態で使用される締め付
け棒の延長代替品の詳細図である。
【図２７】図２７は、構造部品群を互いに結合している詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本図面は、複合構造を同じ大きさで示しておらず、概略的であり、一般的な構造および
好ましい実施形態の利用を示す。添付図面において符号で示されている構造部品は、本明
細書において符号で表されている構造部品に対応している。
【００１６】
　当該複合構造は、図１から図３の典型的な構造部品１を使用することで形成されている
。これらは好適には、木材から作られている構造部品を備え、図１は、構造部品の好適な
構造Ａ、ＢおよびＣを示す。構造部品は、原木、または例えば熱処理若しくは加圧処理な
どの周知の方法で洗練された木材のどちらかから作られた部分を備える。
【００１７】
　木造構造部品として構造部品について後述しているが、これは例えばプラスチック、金
属または複合木材で製造されてもよい。これらその他の原材料と比べて、木材は、丸太構
造の類いが有する自然換気構造を得ることができる。
【００１８】
　図１のそれぞれの構造部品は、図３に示すエッジ面（縁面）４、５およびエンド面（端
面）６、７によって、図２に示すように連結される、少なくとも一つのプロファイル側面
（所定計上が付与された職面）２、３を有する。図１、２で示されているように、例えば
、構造部品１の二つの実施形態ＡおよびＢの側面は、実質的に対称的に平行に形成されて
いる。木造構造部品の形状は、この場合、フライス削りまたは平削りなどの周知の加工方
法を用いることで得られる。構造部品が木材以外の他の材料で作られている場合、形状は
、例えば鋳造、プレスまたは３Ｄプリントによっても得ることができる。
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【００１９】
　構造部品のエッジ面およびエンド面４～７は好適には、図１から図３の実施形態におい
て実質的に平らであり、そのため一方のエッジ面と他方のエンド面は、互いに平行である
。構造部品１の実施形態Ｃは、複合構造の端部を平らな構造面で終わらせることが望まし
い場合に利用される。そのような実施形態において、側面２には、所定のプロファイル形
状が付与され、側面３は実質的に平らな形状を有する。
【００２０】
　構造部品１が図１３から図２１のように互いに対してプレスすると、プロファイル側面
２、３を有する構造部品は、互いに重なるように案内され、そのため前述の構造部品の所
定形状の山部８は、対応する次の構造部品の所定形状の谷部９に収まり、これらが図に示
される締まった結合面を構築する。構造部品が木材で作られている場合、図２でのプロフ
ァイルの高さＨは好適に選択され、木材の加工された部分の複数の年輪に亘って延びてお
り、構造部品間の結合を強固にする。本実施形態において、プロファイルの長さＬは好適
には、構造部品の全厚みＤよりも十分に大きく、十分に強く加工するのが容易で、また、
木製板を反対側に設けることができる（図２参照）。
【００２１】
　構造部品１の側面２、３にそのようなプロファイル形状を選択することで、構造部品間
にかなり大きな接触面を得られ、構造の強度および耐荷重能力を大きく向上させる。上述
の技術で構造部品間に作られた継ぎ目構造は、そのように形成された構造を曲げやねじれ
に対して強くし、そのため継ぎ目構造で作られた板状の構造は、あらゆる状況で真っ直ぐ
且つ平坦を維持する。同時に、構造部品の形状は本質的に、構造部品が容易に互いに所定
の位置に収まるため、最終構造の組み立てが容易になる。木材で作られているそのような
構造部品からアセンブリされた構造の優れた利点の一つは、規則的な波状構造がプロファ
イルに選択されると、湿度条件にかかわらず、ある程度構造自体を締め付ける。小さな隙
間が隣接する板間にあれば、板は対向する波形状によってわずかに互いに離れるように滑
動し、これにより構造部品群を互いに保持する力が該構造に生じる。そのような波形プロ
ファイルは、公知の規則的な波形状に形成される。そのような公知の波形状には山部と谷
部が構造部品の長軸に平行に作られた正弦波形状がある。構造部品の相互の固定は、直交
する２方向に波形プロファイルを作ることで強化され得る。そのような場合、プロファイ
ルの波の山部および谷部は、構造部品の長軸に対してともに横断するように作られ、図４
に示されるように、構造部品の長手方向にこの波形が続く。
【００２２】
　例えば図２に示されている波形以外の別の波形がプロファイルに選択された場合、構造
部品の相互の効果的な固定は、特に複合構造で得られる。
【００２３】
　図１４から図１８は、構造部品の側面および／またはエッジ面および／またはエンド面
に適用な可能な代替的なプロファイルを示す。図１４は、分割線状のプロファイルを示す
。図１５は、ジグザグ状のプロファイルを示す。図１６は、均一な円弧を示す。図１７は
、連続した歯を示す。図１８は、段差を設けられたプロファイルを示す。
【００２４】
　本複合構造は、例えば構造部品１を並列に配置することで、図１０または図１１によっ
て形成される。その場合、構造部品は、くぎ又はねじなどの機械的連結によって互いに結
合されてもよい。しかしながら、より好適には一つ以上の構造部品を同時に互いに連結す
る。この目的のため、図２、３に示されているように、好適には、あらかじめ少なくとも
一つの孔１０が側面２、３に構造部品の長軸１１に垂直な方向に開けられている。明らか
に、構造部品を並列に配置する際に孔を形成することを妨げるものではないが、その孔は
前もって形成することが複合構造の完成に著しく有利である。
【００２５】
　構造部品１を並列に配置する場合、内部の孔１０は、図２４に概要を描かれた、実質的
に均一な複合構造の対向する外側エッジの間に締め付けチャンネル１２を形成する。この
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孔に、公知のねじ付き棒等の図２４に示す締め付け棒１３が適用される。締め付け棒には
、外側端にボルトまたはその他の抜け止め手段１４が備えられ、締め付け棒が締め付けチ
ャンネルから抜けるのを防いでいる。明らかに、締め付け棒の代わりに、金属または複合
ワイヤなどの、引張応力を得る周知のその他の手段が使用されてもよい。
【００２６】
　また、複合構造は好適には、引張応力を生じさせる手段１３に構成されたそのような抜
け止め手段１４を一定間隔で備え、端部以外の場所でも互いに構造部品１を締め付ける。
このように、構造部品は常に互いに対してきつく押し付け、気流を通さない気密構造を形
成すると同時に、大きく均一な板状の構造が形成され得る。
【００２７】
　エッジ面４とエッジ面５との間で測定された構造部品１の厚みは、側面２と側面４との
間で測定された構造部品１の幅に応じて変化し得る。長さの異なる構造部品が使用される
場合、より長い構造部品の長さは最短の構造部品の整数倍とすることが好適であるが、構
造部品のエンド面６とエンド面７との間の直線寸法は、必要に応じて選択されてもよい。
【００２８】
　図１、図５から図９は、構造部品１のいくつかの好ましい実施形態を示す。図１は長く
延びた構造部品を示し、そこではエンド面６、７およびエッジ面４、５が側面２、３より
非常に狭い。そのような構造部品は、長軸１１の方向に本質的に直線であるように、また
は代替的にエッジ面若しくは側面どちらかの方向に曲げられたように作られてもよい。本
実施形態において、プロファイルは側面のみに形成されている。
【００２９】
　図５、図７から図９は、側面２、３およびエンド面４、５が実質的に同じ幅である構造
部品１を示す。そのような構造部品は、長軸の方向に本質的に直線であってもよく、また
はエッジ面若しくは側面どちらかの方向に曲げられてもよい。図５の実施形態において、
構造部品のプロファイルは、側面のみに設けられているのに対して、図７および図８は、
側面とエッジ面の両方にプロファイルを有する実施形態を示す。図９の実施形態において
、エンド面６、７もプロファイルを有する。図６に記載の構造部品の長軸に垂直な断面は
、ピラミッドを切った形を有し、そのため、その構造は、例えば様々な弓形構造を作るの
には適している。その場合、構造部品を狭くしていく率は、弓形構造の径によって制限さ
れる。図面は、側面のみにプロファイルが形成された構造部品を示すが、側面とエッジ面
の両方およびエンド面にもプロファイルを備えてもよい。
【００３０】
　複合構造のために要求される厚みは、図１０、図１４から図１８のように、側面の長さ
については最も適した構造部品１を選択することで、または図１１から図１３および図１
９から図２１が示すようにエッジ面に隣接して必要な数の構造部品を取り付けることで得
られる。長さ、幅および厚み方向に構造部品を互いに結合するとき、少なくとも側面およ
びエッジ面にプロファイルを有する結合部品を選択することが好適である。設計された構
造の厚みに至ったとき、最も外側の構造部品が平坦な側面を有するよう選択され得る（図
１Ｃ参照）。
【００３１】
　本複合構造は、素材の技術的側面からも非常に安価である。したがって、図２４を見れ
ば分かるように、図示の構造の構造部品１は、長手方向に単純に且つ横方向に並列に連続
的に配置されて、均一な板状構造を形成する。この場合、構造部品は、図で示されている
連続する構造部品のジョイント１５が、完成した状態で隣接せず、隣接した構造部品間の
ジョイントを通過する少なくとも一つの堅固な構造部品が常に存在するように、取り付け
られている。プロファイルを形成された構造部品によって与えられた支持によって、隣接
した構造部品は互いのプロファイルを形成された形状に支えられ、したがって、実用的な
静的なシステムの一部を形成する。全ての個々の構造部品が構造の支持に至っていなかっ
たとしても、これにより大きな負荷に対応することができる堅固な構造をもたらす。また
、構造部品の形状により、特にプロファイルが提供する支持によって、構造部品を任意の



(8) JP 2020-510143 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

位置に拡張できる。
【００３２】
　例えば、図１のように、エッジ面４とエッジ面５との間の幅によって一つ以上の異なる
構造部品１があってもよい。構造部品の幅は、好適にはプロファイルの長さである波長L
の整数倍となるように選択される。
【００３３】
　所望の複合構造は、構造の端部１６を形成する端部が、並列に配置され、長さの大きい
（または、図１４に示すように長さの小さい）構造部品を有するように複数の構造部品１
から形成される。つまり、構造部品は、昇順または降順に縦に連続して配置されている。
代替的に、構造部品は、交互に昇順または降順に縦に配置してもよい。複合構造の反対側
の端部は、可能であれば、様々な長さの構造部品で同じように形成される。構造に適した
長さがこの方法で得られない場合、構造は当然、所望の位置で切断されてもよい。複合構
造のその他の構造部品は好適には、全て長い。これにより、家１７の建築に使用される複
合構造を早急に得ることができ、例えば壁１８が作られているとき、構造部品は好適には
垂直方向に付けられる。この点において、構造は、従来の垂直な丸太の壁と比べることが
できるが、本発明は、熱価、強度、気密性についてはるかに良い最終製品であることを示
す。
【００３４】
　複合構造は、上述したように幅方向に実質的に連続するように形成されてもよく、その
ために構造部品１は、一定間隔で引張応力を生じさせる手段１３に取り付けられた抜け止
め手段１４によって互いに締め付けられる。引張応力を生じさせる前述の手段は、延長ス
リーブ１９によって長手方向に互いに連結され、全ての隣接して配置された構造部品に亘
って延びる。これにより、必要に応じてすぐに使用できるように準備される均一な面構造
が形成される。抜け止め手段間または延長スリーブと構造部品との間にばね部材２０を取
り付けることで、構造部品群において行われている横断方向の拡張が考慮され得る。その
場合、小さな拡張余地が所望の間隔で（例えば２メートルごとに）隣接する群の間に残り
、それによって構造の湿気挙動の制御を確保する。
【００３５】
　図２７は、本複合構造を用いることで、完全な構造部品を製造する方法を示す。したが
って、基準幅および長さを有する部材が形成されてもよく、構造部品１は、構造部品の長
軸１１に垂直な方向に形成された孔１０に構成された取り付け管２１によって互いに締め
付けられる。そのような取り付け管は好適には、ステンレススチールなどの金属で作られ
ている。取り付け管は、構造部品を互いに締め付けるために、ボルトなどの抜け止め手段
１４が反対側の端部に取り付けられ得るような長さまで構造部品で孔１０から突出してい
る。これらの部材は、並列に取り付けられてもよく、そのためそれらの部材の間には特定
の設置部品２２が構成される。設置部品２２は、抜け止め手段チャンネル２３を有し、抜
け止め手段を受ける。一旦、設計された部材が所定の位置に取り付けられると、引張応力
を生じさせる手段１３は、取り付け管を通じて導かれる。手段１３によって、部材群は、
部材群の外縁に取り付けられた第２の抜け止め手段１４で同一の板に集められる。
【００３６】
　製造される構造にかかわらず、本解決策の大きな利点は、構造部品１の単純な結合技術
および小さな物理的寸法によってもたらされる簡易な取り扱いである。一方、特定の固定
装置または接着剤を用いない複合構造の収集は、構造を分解し、新しい使用場所への移動
さえ可能にする。
【００３７】
　当業者は、技術が進歩するにつれて、発明の基本的な考えが多くの異なる方法で実施さ
れ得ることが、明らかに分かるであろう。したがって発明およびその実施形態は、上記実
施例に減縮されず、特許請求の範囲内で広く変化し得る。
【００３８】
　したがって、構造部品１の側面２、３のプロファイルを図２２に示されているような独
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立した結合切片２４またはペグ２５で置き換えることにより、述べられた類いの複合構造
を製造することが可能である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】



(11) JP 2020-510143 A 2020.4.2

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】 【図２５】

【図２６】
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【図２７】

【手続補正書】
【提出日】令和1年10月24日(2019.10.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合木構造であって、
　平行な位置で機械的に互いに結合された構造部品（１）を備え、
　それぞれの構造部品は、少なくとも一つの所定形状が付与された側面（２、３）と、前
記構造部品の長軸（１１）に垂直で前記側面（２、３）を接続する少なくとも一つの縁面
（４、５）および端面（６、７）を有し、
　前記側面は、正弦波などの規則的な波状構造を有し、
　前記波状構造は、互いにおよび前記構造部品（１）の長軸（１１）に平行な波の山部と
谷部を有し、
　前記構造部品は、対をなす反対側に配置され、
　前の構造部品の前記所定形状の山部（８）は、対応する次の前記所定形状の谷部（９）
に収まるように構成され、
　前記構造部品は、機械的結合手段によって互いに結合されている、複合木構造において
、
　それぞれの構造部品（１）は、正弦波などの規則的な波状構造で形成された、少なくと
も一つの所定の形状が付与された側面（２、３）と、少なくとも一つの所定の形状が付与
された縁面（４、５）を有し、



(14) JP 2020-510143 A 2020.4.2

　前記構造部品（１）は、長手方向に連続し、かつ前記複合木構造の横方向に隣接して配
置され、均一な板状構造を構築し、
　前記構造部品は、前記縁面（４、５）間で測定された一つ以上の異なる厚みを有し、
　前記構造部品の厚みは、前記所定形状の波長（Ｌ）の整数倍となるように選択されてい
る、ことを特徴とする複合木構造。
【請求項２】
　前記構造部品（１）は、前記構造部品の長手方向に垂直な断面において、前記縁面（４
、５）が前記側面（２、３）より非常に狭くなるように長く延ばされている、ことを特徴
とする請求項１に記載の複合木構造。
【請求項３】
　前記構造部品（１）の側面（２、３）および縁面（４、５）は、前記構造部品の長手方
向に垂直な断面において実質的に同じ幅である、ことを特徴とする請求項１に記載の複合
木構造。
【請求項４】
　前記構造部品（１）は、前記長軸（１１）の方向に関して、前記構造部品の縁面（４、
５）の方向に曲げられている、ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に
記載の複合木構造。
【請求項５】
　前記構造部品（１）は、前記長軸（１１）の方向に関して、前記構造部品の側面（２、
３）の方向に曲げられている、ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に
記載の複合木構造。
【請求項６】
　それぞれの構造部品（１）は、少なくとも一つの所定形状が付与された側面（２、３）
、少なくとも一つの所定形状が付与された縁面（４、５）および少なくとも一つの所定形
状が付与された端面（６、７）を備える、ことを特徴とする請求項１から請求項５のいず
れか一項に記載の複合木構造。
【請求項７】
　前記所定形状は波形を有し、前記波形の波状山部と波状谷部は前記構造部品の前記長軸
に平行である、ことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の複合木構
造。
【請求項８】
　前記所定形状は波形を有し、前記波形の波状山部と波状谷部は前記構造部品の前記長軸
の方向と前記長軸を横断する方向の両方に平行である、ことを特徴とする請求項１から請
求項６のいずれか一項に記載の複合木構造。
【請求項９】
　前記複合木構造の横方向と厚み方向の両方に並列に配置された少なくとも二つの構造部
品（１）がある、ことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の複合木
構造。
【請求項１０】
　複合木構造を製造する方法であって、
　構造部品（１）が形成され、それぞれの構造部品は、少なくとも一つの所定形状が付与
された側面（２、３）と、前記構造部品の長軸（１１）に垂直で前記側面（２、３）を接
続する縁面（４、５）および端面（６、７）を有し、
　前記側面は、正弦波などの規則的な波状構造を有し、
　前記構造部品（１）は、互いに平行な位置に取り付けられ、
　前記平行な構造部品は、対をなす反対側に配置され、反対側の側にある波形状の山部（
８）と谷部（９）が実質的に平行になり、
　前の構造部品の前記所定形状の山部（８）は、対応する次の前記所定形状の谷部（９）
に収まるように構成され、
　前記構造部品は、機械的に互いに結合される、方法において、
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　それぞれの構造部品（１）は、正弦波などの規則的な波状構造で形成された、少なくと
も一つの所定の形状が付与された側面（２、３）と、少なくとも一つの所定の形状が付与
された縁面（４、５）を有するように形成され、
　前記構造部品（１）は、長手方向に連続し、かつ前記複合木構造の横方向に隣接して配
置され、均一な板状構造を構築し、
　前記縁面（４、５）間で測定された一つ以上の異なる厚みを有する前記構造部品を選択
し、
　前記構造部品の厚みが前記所定形状の波長（Ｌ）の整数倍となるように前記構造部品を
選択する、ことを特徴とする複合木構造を製造する方法。
【請求項１１】
　構造部品（１）は、前記複合木構造の横方向と厚み方向の両方に互いに結合され、前記
構造部品の少なくとも二つは並列に配置される、ことを特徴とする請求項１０に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記構造部品（１）において前記側面の間に、前記構造部品の前記長軸（１１）に実質
的に垂直な少なくとも一つの孔（１０）を形成することで、締め付けチャンネル（１２）
を形成し、抜け止め手段（１４）を備え且つ前記複合木構造の両外縁に延びた締め付け棒
（１３）で前記チャンネルを締め付けことにより、前記締め付け棒で貫かれている前記構
造部品を互いに締め付けることができる、ことを特徴とする請求項１０または請求項１１
に記載の方法。
【請求項１３】
　並列に配置された構造部品（１）で構成されている複合木構造において、前記構造部品
は、隣接した構造部品のジョイント（１５）の間で前記ジョイントを通過する少なくとも
一つの堅固な構造部品が常に存在するように、前記構造部品の前記長軸（１１）の方向に
連続するように取り付けられている、ことを特徴とする請求項１０から請求項１２のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　構造部品（１）は、前記複合木構造の端部（１６）で長さの昇順または降順のどちらか
でまとめられている、ことを特徴とする請求項１０から請求項１３のいずれか一項に記載
の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前文による複合木構造に関する。
【０００２】
　本発明はまた、そのような複合木構造を製造するための請求項１０の前文で定められた
ような方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　そのような構造は、本質的に頑丈な木造構造を製造する必要がある場面で、非常に多様
な目的に利用することができる。
【０００４】
　結果として、近年、特に頑丈な木材のＣＬＴ（直交集成材）板を用いたことによる、木
造居住用建物の製造が開始されてきた。そのような木材板の建物の物理的な機能は、例え
ばフィンランドの状況では、ほとんど検証されていなかった。また、板の耐久性は、製造
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方法に起因して、要望されたものでないという懸念が生じている。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の目的は、従来技術の建築材料に関連した問題を有していない、当該材料の代替
的な解決策を確立することである。
【０００６】
　本目的は、特許請求の範囲で定められた特徴を設けられた本発明による複合木構造のよ
うな方法で達成される。本問題は、本構造においては、特に、請求項１の特徴部分に開示
された特徴を組み合わせることによって解決される。一方、方法が関係する問題は、請求
項１０の特徴付けられた部分で開示されたような特徴と組み合わせることで解決され得る
。
【０００７】
　本発明の好ましい実施形態は、従属請求項にて開示されている。
【０００８】
　本発明は、優れた利点を提供する。したがって、本解決策は、単純な構造および方法で
、冷暖房経費に関して極めて経済的な建物を達成する。本発明による複合木構造はまた、
製造するのが非常に安価な構造部品で実施できる。構造部品を互いに結合するのは簡潔で
あり、特殊な道具は言うまでもなく、いかなる特殊な技術も必要としない。機械的な結合
手段のみが作業で使用されるため、つまり、構造部品は、形状の補助、材料片、タイロッ
ド、結合ケーブル、ねじ又は棒と結合され、最終的な構造は、化学物質を用いずに達成さ
れ得る。
【０００９】
　複合木構造の製造で使用された木造構造部品は、通常の、標準パレットに保管され、従
来の移動手段を使用することで最終的な組み付け場所へと移動され得るように、同じ大き
さであってもよい。
【００１０】
　高い運搬能力および頑丈な構造により、発明にかかる複合木構造および方法は、住居用
または類似の建物の実現にさらに適している。これにより、複合木構造は、様々な頑丈な
木造構造の製造に使用でき、当該木造構造は、住居用、業務用若しくはその他の施設の基
礎床および中間床構造、並びに／または当該施設の外壁若しくは隔壁構造を含んでもよい
。上記に加えて、複合木構造はまた、橋の建築現場で、橋、その支持構造および型枠の製
造に適している。発明にかかる複合木構造は、例えば競技場または競輪場など、様々な特
殊構造の実現に素晴らしく適している。
【００１１】
　本複合木構造が柔軟に結合方法および解決策を使用することで、それによって作られた
構造は、地震多発環境に極めて優れている。
【００１２】
　本発明によって提供されたその他の利点は、以下の本発明の特定の実施形態のより詳細
な説明で開示されている。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　以下において、添付図面に関して本発明のいくつかの好ましい実施形態がより詳細に説
明されている。
【００１４】
【図１】図１は、複合木構造を製造する際に使用される構造部品の様々な実施形態Ａ、Ｂ
、ＣおよびＤを概略的に示す。
【図２】図２は、図１に記載の構造部品の概略的な断面を示す。
【図３】図３は、図１に記載の構造部品を示す概略的な側面図である。
【図４】図４は、構造部品の第１の代替的な実施形態を示す。
【図５】図５は、構造部品の第２の代替的な実施形態を示す。
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【図６】図６は、構造部品の第３の代替的な実施形態を示す。
【図７】図７は、構造部品の第４の代替的な実施形態を示す。
【図８】図８は、構造部品の第５の代替的な実施形態を示す。
【図９】図９は、構造部品の第６の代替的な実施形態を示す。
【図１０】図１０は、構造部品の第１の代替的な結合方法を示す。
【図１１】図１１は、構造部品の第２の代替的な結合方法を示す。
【図１２】図１２は、構造部品の第３の代替的な結合方法を示す。
【図１３】図１３は、複合木構造の第１の実施形態である。
【図１４】図１４は、複合木構造の第２の実施形態である。
【図１５】図１５は、複合木構造の第３の実施形態である。
【図１６】図１６は、複合木構造の第４の実施形態である。
【図１７】図１７は、複合木構造の第５の実施形態である。
【図１８】図１８は、複合木構造の第６の実施形態である。
【図１９】図１９は、図１４の第２の実施形態による複合木構造の厚みを、側面で隣接し
た構造部品を設置することで、どのように大きくすることができるのかについての概略的
な描写である。
【図２０】図２０は、図１５の第３の実施形態による複合木構造の厚みを、側面で隣接し
た構造部品を設置することで、どのように大きくすることができるのかについての概略的
な描写である。
【図２１】図２１は、図１７の第５の実施形態による複合木構造の厚みを、側面で隣接し
た構造部品を設置することで、どのように大きくすることができるのかについての概略的
な描写である。
【図２２】図２２は、複合木構造を実現するための構造部品のその他の結合方法を示す。
【図２３】図２３は、発明にかかる複合木構造を利用するための物体を示す。
【図２４】図２４は、複合木構造の概略構造の上面図である。
【図２５】図２５は、複合木構造の実施形態の概略断面である。
【図２６】図２６は、構造部品が結合されている、図２５の実施形態で使用される締め付
け棒の延長代替品の詳細図である。
【図２７】図２７は、構造部品群を互いに結合している詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本図面は、複合木構造を同じ大きさで示しておらず、概略的であり、一般的な構造およ
び好ましい実施形態の利用を示す。添付図面において符号で示されている構造部品は、本
明細書において符号で表されている構造部品に対応している。
【００１６】
　当該複合木構造は、図１から図３の典型的な構造部品１を使用することで形成されてい
る。これらは好適には、木材から作られている構造部品を備え、図１は、構造部品の好適
な構造Ａ、ＢおよびＣを示す。構造部品は、原木、または例えば熱処理若しくは加圧処理
などの周知の方法で洗練された木材のどちらかから作られた部分を備える。
【００１７】
　木造構造部品として構造部品について後述しているが、これは例えばプラスチック、金
属または複合木材で製造されてもよい。これらその他の原材料と比べて、木材は、丸太構
造の類いが有する自然換気構造を得ることができる。
【００１８】
　図１のそれぞれの構造部品は、図３に示すエッジ面（縁面）４、５およびエンド面（端
面）６、７によって、図２に示すように連結される、少なくとも一つのプロファイル側面
（所定計上が付与された職面）２、３を有する。図１、２で示されているように、例えば
、構造部品１の二つの実施形態ＡおよびＢの側面は、実質的に対称的に平行に形成されて
いる。木造構造部品の形状は、この場合、フライス削りまたは平削りなどの周知の加工方
法を用いることで得られる。構造部品が木材以外の他の材料で作られている場合、形状は
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、例えば鋳造、プレスまたは３Ｄプリントによっても得ることができる。
【００１９】
　構造部品のエッジ面およびエンド面４～７は好適には、図１から図３の実施形態におい
て実質的に平らであり、そのため一方のエッジ面と他方のエンド面は、互いに平行である
。構造部品１の実施形態Ｃは、複合木構造の端部を平らな構造面で終わらせることが望ま
しい場合に利用される。そのような実施形態において、側面２には、所定のプロファイル
形状が付与され、側面３は実質的に平らな形状を有する。
【００２０】
　構造部品１が図１３から図２１のように互いに対してプレスすると、プロファイル側面
２、３を有する構造部品は、互いに重なるように案内され、そのため前述の構造部品の所
定形状の山部８は、対応する次の構造部品の所定形状の谷部９に収まり、これらが図に示
される締まった結合面を構築する。構造部品が木材で作られている場合、図２でのプロフ
ァイルの高さＨは好適に選択され、木材の加工された部分の複数の年輪に亘って延びてお
り、構造部品間の結合を強固にする。本実施形態において、プロファイルの長さＬは好適
には、構造部品の全厚みＤよりも十分に大きく、十分に強く加工するのが容易で、また、
木製板を反対側に設けることができる（図２参照）。
【００２１】
　構造部品１の側面２、３にそのようなプロファイル形状を選択することで、構造部品間
にかなり大きな接触面を得られ、構造の強度および耐荷重能力を大きく向上させる。上述
の技術で構造部品間に作られた継ぎ目構造は、そのように形成された構造を曲げやねじれ
に対して強くし、そのため継ぎ目構造で作られた板状の構造は、あらゆる状況で真っ直ぐ
且つ平坦を維持する。同時に、構造部品の形状は本質的に、構造部品が容易に互いに所定
の位置に収まるため、最終構造の組み立てが容易になる。木材で作られているそのような
構造部品からアセンブリされた構造の優れた利点の一つは、規則的な波状構造がプロファ
イルに選択されると、湿度条件にかかわらず、ある程度構造自体を締め付ける。小さな隙
間が隣接する板間にあれば、板は対向する波形状によってわずかに互いに離れるように滑
動し、これにより構造部品群を互いに保持する力が該構造に生じる。そのような波形プロ
ファイルは、公知の規則的な波形状に形成される。そのような公知の波形状には山部と谷
部が構造部品の長軸に平行に作られた正弦波形状がある。構造部品の相互の固定は、直交
する２方向に波形プロファイルを作ることで強化され得る。そのような場合、プロファイ
ルの波の山部および谷部は、構造部品の長軸に対してともに横断するように作られ、図４
に示されるように、構造部品の長手方向にこの波形が続く。
【００２２】
　例えば図２に示されている波形以外の別の波形がプロファイルに選択された場合、構造
部品の相互の効果的な固定は、特に複合木構造で得られる。
【００２３】
　図１４から図１８は、構造部品の側面および／またはエッジ面および／またはエンド面
に適用な可能な代替的なプロファイルを示す。図１４は、分割線状のプロファイルを示す
。図１５は、ジグザグ状のプロファイルを示す。図１６は、均一な円弧を示す。図１７は
、連続した歯を示す。図１８は、段差を設けられたプロファイルを示す。
【００２４】
　本複合木構造は、例えば構造部品１を並列に配置することで、図１０または図１１によ
って形成される。その場合、構造部品は、くぎ又はねじなどの機械的連結によって互いに
結合されてもよい。しかしながら、より好適には一つ以上の構造部品を同時に互いに連結
する。この目的のため、図２、３に示されているように、好適には、あらかじめ少なくと
も一つの孔１０が側面２、３に構造部品の長軸１１に垂直な方向に開けられている。明ら
かに、構造部品を並列に配置する際に孔を形成することを妨げるものではないが、その孔
は前もって形成することが複合木構造の完成に著しく有利である。
【００２５】
　構造部品１を並列に配置する場合、内部の孔１０は、図２４に概要を描かれた、実質的
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に均一な複合木構造の対向する外側エッジの間に締め付けチャンネル１２を形成する。こ
の孔に、公知のねじ付き棒等の図２４に示す締め付け棒１３が適用される。締め付け棒に
は、外側端にボルトまたはその他の抜け止め手段１４が備えられ、締め付け棒が締め付け
チャンネルから抜けるのを防いでいる。明らかに、締め付け棒の代わりに、金属または複
合ワイヤなどの、引張応力を得る周知のその他の手段が使用されてもよい。
【００２６】
　また、複合木構造は好適には、引張応力を生じさせる手段１３に構成されたそのような
抜け止め手段１４を一定間隔で備え、端部以外の場所でも互いに構造部品１を締め付ける
。このように、構造部品は常に互いに対してきつく押し付け、気流を通さない気密構造を
形成すると同時に、大きく均一な板状の構造が形成され得る。
【００２７】
　エッジ面４とエッジ面５との間で測定された構造部品１の厚みは、側面２と側面３との
間で測定された構造部品１の幅に応じて変化し得る。長さの異なる構造部品が使用される
場合、より長い構造部品の長さは最短の構造部品の整数倍とすることが好適であるが、構
造部品のエンド面６とエンド面７との間の直線寸法は、必要に応じて選択されてもよい。
【００２８】
　図１、図５から図９は、構造部品１のいくつかの好ましい実施形態を示す。図１は長く
延びた構造部品を示し、そこではエンド面６、７およびエッジ面４、５が側面２、３より
非常に狭い。そのような構造部品は、長軸１１の方向に本質的に直線であるように、また
は代替的にエッジ面若しくは側面どちらかの方向に曲げられたように作られてもよい。本
実施形態において、プロファイルは側面のみに形成されている。
【００２９】
　図５、図７から図９は、側面２、３およびエンド面４、５が実質的に同じ幅である構造
部品１を示す。そのような構造部品は、長軸の方向に本質的に直線であってもよく、また
はエッジ面若しくは側面どちらかの方向に曲げられてもよい。図５の実施形態において、
構造部品のプロファイルは、側面のみに設けられているのに対して、図７および図８は、
側面とエッジ面の両方にプロファイルを有する実施形態を示す。図９の実施形態において
、エンド面６、７もプロファイルを有する。図６に記載の構造部品の長軸に垂直な断面は
、ピラミッドを切った形を有し、そのため、その構造は、例えば様々な弓形構造を作るの
には適している。その場合、構造部品を狭くしていく率は、弓形構造の径によって制限さ
れる。図面は、側面のみにプロファイルが形成された構造部品を示すが、側面とエッジ面
の両方およびエンド面にもプロファイルを備えてもよい。
【００３０】
　複合木構造のために要求される厚みは、図１０、図１４から図１８のように、側面の長
さについては最も適した構造部品１を選択することで、または図１１から図１３および図
１９から図２１が示すようにエッジ面に隣接して必要な数の構造部品を取り付けることで
得られる。長さ、幅および厚み方向に構造部品を互いに結合するとき、少なくとも側面お
よびエッジ面にプロファイルを有する結合部品を選択することが好適である。設計された
構造の厚みに至ったとき、最も外側の構造部品が平坦な側面を有するよう選択され得る（
図１Ｃ参照）。
【００３１】
　本複合木構造は、素材の技術的側面からも非常に安価である。したがって、図２４を見
れば分かるように、図示の構造の構造部品１は、長手方向に単純に且つ横方向に並列に連
続的に配置されて、均一な板状構造を形成する。この場合、構造部品は、図で示されてい
る連続する構造部品のジョイント１５が、完成した状態で隣接せず、隣接した構造部品間
のジョイントを通過する少なくとも一つの堅固な構造部品が常に存在するように、取り付
けられている。プロファイルを形成された構造部品によって与えられた支持によって、隣
接した構造部品は互いのプロファイルを形成された形状に支えられ、したがって、実用的
な静的なシステムの一部を形成する。全ての個々の構造部品が構造の支持に至っていなか
ったとしても、これにより大きな負荷に対応することができる堅固な構造をもたらす。ま
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た、構造部品の形状により、特にプロファイルが提供する支持によって、構造部品を任意
の位置に拡張できる。
【００３２】
　例えば、図１のように、エッジ面４とエッジ面５との間の幅によって一つ以上の異なる
構造部品１があってもよい。構造部品の幅は、好適にはプロファイルの長さである波長L
の整数倍となるように選択される。
【００３３】
　所望の複合木構造は、構造の端部１６を形成する端部が、並列に配置され、長さの大き
い（または、図１４に示すように長さの小さい）構造部品を有するように複数の構造部品
１から形成される。つまり、構造部品は、昇順または降順に縦に連続して配置されている
。代替的に、構造部品は、交互に昇順または降順に縦に配置してもよい。複合木構造の反
対側の端部は、可能であれば、様々な長さの構造部品で同じように形成される。構造に適
した長さがこの方法で得られない場合、構造は当然、所望の位置で切断されてもよい。複
合木構造のその他の構造部品は好適には、全て長い。これにより、家１７の建築に使用さ
れる複合木構造を早急に得ることができ、例えば壁１８が作られているとき、構造部品は
好適には垂直方向に付けられる。この点において、構造は、従来の垂直な丸太の壁と比べ
ることができるが、本発明は、熱価、強度、気密性についてはるかに良い最終製品である
ことを示す。
【００３４】
　複合木構造は、上述したように幅方向に実質的に連続するように形成されてもよく、そ
のために構造部品１は、一定間隔で引張応力を生じさせる手段１３に取り付けられた抜け
止め手段１４によって互いに締め付けられる。引張応力を生じさせる前述の手段は、延長
スリーブ１９によって長手方向に互いに連結され、全ての隣接して配置された構造部品に
亘って延びる。これにより、必要に応じてすぐに使用できるように準備される均一な面構
造が形成される。抜け止め手段間または延長スリーブと構造部品との間にばね部材２０を
取り付けることで、構造部品群において行われている横断方向の拡張が考慮され得る。そ
の場合、小さな拡張余地が所望の間隔で（例えば２メートルごとに）隣接する群の間に残
り、それによって構造の湿気挙動の制御を確保する。
【００３５】
　図２７は、本複合木構造を用いることで、完全な構造部品を製造する方法を示す。した
がって、基準幅および長さを有する部材が形成されてもよく、構造部品１は、構造部品の
長軸１１に垂直な方向に形成された孔１０に構成された取り付け管２１によって互いに締
め付けられる。そのような取り付け管は好適には、ステンレススチールなどの金属で作ら
れている。取り付け管は、構造部品を互いに締め付けるために、ボルトなどの抜け止め手
段１４が反対側の端部に取り付けられ得るような長さまで構造部品で孔１０から突出して
いる。これらの部材は、並列に取り付けられてもよく、そのためそれらの部材の間には特
定の設置部品２２が構成される。設置部品２２は、抜け止め手段チャンネル２３を有し、
抜け止め手段を受ける。一旦、設計された部材が所定の位置に取り付けられると、引張応
力を生じさせる手段１３は、取り付け管を通じて導かれる。手段１３によって、部材群は
、部材群の外縁に取り付けられた第２の抜け止め手段１４で同一の板に集められる。
【００３６】
　製造される構造にかかわらず、本解決策の大きな利点は、構造部品１の単純な結合技術
および小さな物理的寸法によってもたらされる簡易な取り扱いである。一方、特定の固定
装置または接着剤を用いない複合木構造の収集は、構造を分解し、新しい使用場所への移
動さえ可能にする。
【００３７】
　当業者は、技術が進歩するにつれて、発明の基本的な考えが多くの異なる方法で実施さ
れ得ることが、明らかに分かるであろう。したがって発明およびその実施形態は、上記実
施例に減縮されず、特許請求の範囲内で広く変化し得る。
【００３８】
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　したがって、構造部品１の側面２、３のプロファイルを図２２に示されているような独
立した結合切片２４またはペグ２５で置き換えることにより、述べられた類いの複合木構
造を製造することが可能である。
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